
  

 

 

                                                   

 

 

 

学校教育目標「 自ら考え実行する生徒 」『 笑顔と思いやりあふれる 夢 実現 葛飾中学校 』 

 

 

あ・た・り・ま・え 
 校 長 野田 隆幸 

 

 新年度を迎え、１ヶ月が経ちました。１年生 

も中学校生活に少しずつ慣れてきた頃かと思い 

ます。連休も続きますので、健康と安全には十 

分気をつけて過ごしましょう。 

 さて、給食が始まってすぐ、本校の給食用の 
エレベーターが故障してしまいました。給食セ 

ンターや教育委員会と協議した結果、翌日の給 

食が提供できなくなり、急遽の対応で生徒の皆 
さんや保護者の皆様には、ご迷惑をおかけしま 

した。その時、二つの「あたりまえ」について 

気がつきました。 
一つ目は、普段食べている給食についてです。各教室に配膳される給食ですが、給食セ

ンターから運ばれ、配膳員さんがエレベーターで各階に運び、仕分けして皆さんの教室に
届きます。エレベーターが使えなくなって、想定したことは先生方で、各階に運ぶことで
す。結果的には、土日の間に業者の方が修理してくださり、エレベーターが使えるように
なり、最低限の人力での運搬で済みましたが、あらためて普段頂いている給食のありがた
さに気がつきました。当たり前のように毎日給食を頂いていますが、たくさんの方が関わ
ってくださり、私たちが安心して美味しく給食を頂くことができています。 

二つ目は、皆さんの給食の片付け方です。その日はパンの日で、Ｂ棟の給食室に片付け
ていました。どのクラスも、パンの袋を小さく結びゴミ袋に入れて片付けています。その
様子を今年来られた先生が見て、「すごいですね」と感想を言っていました。皆さんにと
っては当たり前のことですが、給食の片付けを初めて見る先生にとっては、各自が袋を小
さく結んでいることが素晴らしいことだと感じたのだと思います。二つ目の「あたりまえ」
と同様のことを掃除の時間に感じました。１年生が職員室を掃除していますが、気が付く
と誰ひとり話しをしていません。聞いてみると、小学校の時から無言清掃を行っていると
のことでした。 
二つの「あたりまえ」に共通することは、意識することの大切さです。普段当たり前だ

と思っていることも、意識しないと感謝の気持ちが薄れてしまいます。当たり前にできて
いることも、意識しないとだんだんいい加減になってしまいます。当たり前のことを当た
り前だと思わず、しっかりと意識して行動していきましょう。 
 

《始業式・入学式》 
４月１０日(月) 始業式・入学式が行われ、令和５年度、

葛飾中学校がスタートしました。２・３年生は事前に、教室
や式場の準備等も熱心に行い、美しく整えた会場と、あたた
かい雰囲気の中で素晴らしい式となりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
《４月の学校生活 葛中魂！》 
 新学期がスタートし、対面式・スタート集会に始まり、部
活動の仮入部などたくさんの行事で目白押しでした。そして、
早くも体育祭に向けての取組も始まりました。特に「大縄跳
び」は生徒・担任ともに熱が入る種目であり、すでに練習に
も力が入っています。本番は５月２０日（土）です。乞うご
期待。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

日 曜 ５月 

1 月 心臓検診 火曜授業  

2 火 
授業参観 保護者会 

月曜授業 体育祭全体練習①② 

3 水 祝・憲法記念日 

4 木 
祝・みどりの日 

第 35 回春日部大凧マラソン 

5 金 祝・こどもの日 

6 土  

7 日  

8 月 体育祭全体練習③④ 

9 火 教育実習開始 内科検診 

10 水 埼玉県学力・学習状況調査 

11 木 (水)授業５時間 歯科検診 

12 金 １年校外学習 

13 土  

14 日  

15 月 職員会議 

16 火 専門委員会 

17 水 体育祭予行 

18 木  

19 金 体育祭準備 

20 土 体育祭 ふれあいデー 

21 日  

22 月 体育祭予備日 

23 火 ３時間（給食なし） 

24 水 尿検査一次 

25 木 通信陸上（陸上部） 尿検査予備日 

26 金 通信陸上（陸上部）  歯科検診 

27 土  

28 日  

29 月 振替休業日（体育祭） 

30 火 眼科検診 

31 水 学校選択のための学校公開日 

 

 

 

〒344-0123  春日部市永沼 2250－1   TEL 746-0002/FAX 746-5260 

 生徒総数５３４名   全学級数 1９学級  URL http://www. schit.net/kasukabe/jhkatsushika/ 

ヘルメットの着用が努力義務化されます！ 
自転車保険の加入・更新はお済ですか？ 

〇改正道路交通法の施行により、令和 5年 4月 1日から全ての自転
車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務化されました。 
今後、部活動等で自転車利用する際には必ずヘルメットを着用する
こととなります。ご協力をお願いいたします。 
〇平成３０年４月１日より埼玉県では自転車保険の加入が義務化
となりました。全国で自転車事故による死亡事故や高額な補償事例
が相次いでいます。新年度を前にご確認をお願いいたします。 

 
             

 

 

 

 

埼玉県では「子ども
スマイルネット」
「ＳＮＳ教育相談
＠埼玉県教委」など
の相談窓口を開設
しています！悩み
や不安を一人で抱
えないで・・・ 

葛飾中ホームページを見てね！ 
      生徒たちの活動の様子を随時更新中です 

 


